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神奈川県ナラ枯れ被害対策ガイドライン（参考資料） 
 

参考１ ナラ枯れについて 

１ ナラ枯れの原因について 

・ カシノナガキクイムシ(略称：カシナガ)

が媒介する糸状菌(カビの一種。以下、ナ

ラ菌)により、コナラ・ミズナラ等のブナ

科の樹木が集団的に枯損することを「ナラ

枯れ」という。 

・ 枯死被害が大きいのはコナラとミズナ

ラで、ミズナラは特に枯死しやすく、その

他ブナ科の中でブナ属を除く全ての属で

被害が見られる。枯死した割合はコナラで

20～30％、ミズナラで 70％程度だったと

いう報告もある。 

・ なお、カシナガは在来のキクイムシの仲間で、穿入された全ての木が枯死する

わけではなく、生存した木は「穿入生存木」と呼ばれる。 

・ 穿入生存木は、部分的に枝が枯れるなどの症状が見られる可能性もあるが、枯

死木と比較して枯損や根返り等のおそれが少なく、カシナガの発生量も少ないと

言われている。そのため、被害木の管理形態に応じて、駆除と存置を判断する必

要がある。 

 

 【被害を受ける樹種】 

 クヌギ、コナラ、ミズナラ、クリ、ウバメガシ、カシワ、マテバシイ、スダジ

イ、シラカシ、ウラジロガシ、アラカシ、アカガシ など 

 

２ カシノナガキクイムシの生態について 

① ６月～７月頃 

健全なブナ科の樹木に少数の雄が穿入し、集合フェロモ

ンを発散する。それに誘引され、多数のカシナガの成虫(体

長５mm 程)が集中的に樹木に穿入。この時、雌が持つ菌のう

から、樹体内にナラ菌が入る。 

カシナガの消化管からナラ菌とともに酵母類が多量に確

認されることから、カシナガは酵母菌を餌にしていると考

えられる。 

② ８月頃 

ナラ菌は、カシナガが潜り込んだ穴である孔道を伝って

まん延し、樹木の細胞に害を与える。ナラ菌に感染した部分の細胞が死ぬと、道管が

目詰まりし、根から水を吸い上げることができなくなり、葉が変色し枯れ始める。葉

５
ｍ

ｍ
 

オス     メス 

ナラ菌の胞子貯蔵器官 

フラス（木くず）の状況 
カシノナガキクイムシが穿孔し

たため 
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の変色から１～２週間で枯死する。 

③ ９月～翌６月頃 

孔道内で成長・羽化したカシナガの新成虫は、翌年の６月から９月にナラ菌を体に

付けて脱出し、新たに健全な木に潜り込んでいくことで、被害が拡大する。 

 

 

【出典：林野庁ＨＰを一部加工】 

  

集合フェロモンに

よるマスアタック 

真夏に紅葉 
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参考２ カシノナガキクイムシの捕獲調査について 

１ 経年変化 

・ 神奈川県では、平成 25 年から令和３年まで 2～6 地点でフェロモントラップによ

るカシノナガキクイムシの捕獲調査を実施した。 

・ 本県におけるカシナガの生息は被害発生前年の平成 28 年に高麗山で初めて確認さ

れた。 

・ 令和３年まで調査継続した 3 地点（高麗山（大磯町）、21 世紀の森（南足柄市）、札

掛森の家（清川村））では、被害の拡大・接近に伴ってカシナガ捕獲数の増加が確認

された。 

 

２ 脱出時期（捕獲時期） 

・ カシナガの捕獲期間は比較的長く、高麗山では 5～11 月と半年に渡り捕獲された。 

・ 3 地点のなかで最も捕獲時期が早い高麗山の初発日は 5/10～5/30 であった。 

・ ピークは高麗山では 6 月と 7 月と 10 月に確認され、21 世紀の森や札掛森の家では

不明瞭ながら 6～7 月にピークが確認された。比較的温暖な県の南部では秋にも新

成虫が脱出（部分２化）している可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カシナガ捕獲調査地点（R2､3 年度） 

  



神奈川県ナラ枯れ被害対策ガイドライン（参考資料） 

令和５年６月版 

 -5- 

 

  

   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カシナガ捕獲数の経年変化        カシナガ捕獲数の時期変化 

 

 

(2018) 

(2019) 

(2020) 

R3  (2021) 



神奈川県ナラ枯れ被害対策ガイドライン（参考資料） 

令和５年６月版 

 -6- 

参考３   被害対策の参考写真 

 

 

 

 

 

 

〇立木くん蒸 

立木のまま樹幹にドリルで注入孔を開けて薬剤を注入し、殺虫殺菌する。 

被害木を伐倒して薬剤が浸透しやすいように 
切れ込みを入れた木を集積する。 

〇伐倒くん蒸（駆除） 
（焼却・粉砕する場合もある。）  〇粘着シート   

多い木では１万匹のカシノナガキク

イムシが捕殺された。 

 シートで被覆し、薬剤でくん蒸する。 
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参考４   被害地の植生回復に関する参考写真 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    上層木が枯れ、光環境が向上したため、 
   カラスザンショウやアカメガシワなど先 

駆性樹種の実生を含む下層植生が繁茂し 

ている。 
 ⇒  更新を阻害するニホンジカがいないため、 
   森林としては再生する可能性。 
    引き続き、森林の更新について 

注意深く見ていく。 

2017 年 

 ナラ枯れの被害を受けた森林 

2020 年 

【横須賀市のマテバシイ林の例】 
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参考５ ナラ枯れ被害材の利用について 

 

１ ナラ枯れ被害材について 
 ナラ枯れの被害材を移動する場合、本県のカシナガの活動時期（５～10 月）によっては

カシナガを拡散させ、新たな被害発生の危険性がある。利用する場合も次の発生時期まで

に利用するか、次の発生時期が過ぎてから利用するか、またはカシナガ、菌を処理するこ

とが必要である。 

 

２ 他県の被害材の移動・利用に関する指針の策定状況 

府県名 指針等名称 内 容 

岩手県 

ナラ枯れ被害材等の

移動に関するガイド

ライン 

被害地域内でナラ類（ミズナラ、コナラ、クリ、クヌギ、

カシワ）を伐採する際の時期と被害材の移動について注

意点を定めたもの。 
 

〇被害地域では、６月から９月の間は、ナラ類を伐採しない。  
〇被害地域で伐採した丸太等を未被害地域へ移動しない。など 

秋田県 

ナラ枯れ被害材の移

動・活用に関するガ

イドライン 

ナラ枯れ被害材の有効活用と被害の拡大防止を図るた

め、ナラ枯れ被害木(被害を受けたおそれのある木を含む)
を伐採し販売・活用するときのルール。 

 
〇被害材はむやみに移動させないこと。  
〇被害材の移動・処理は９月～翌年５月末までに行うこと。  
〇遅滞ない被害材の通知（被害材の移動・処理期限（５月 31 日

まで）の通知）  
〇被害拡大期間内（６月～８月）の伐採は行わないこと。など 

宮城県 

ナラ枯れ被害材の利

用に関するガイドラ

イン 

被害材の利用に際して配慮すべき事項を以下のとおり

定め、被害材の有効利用と適正な利用による防除を推進

するもの。 
 

〇被害材は，きのこ原木としては使えない。チップ化利用や

炭化利用は可能である。  
〇被害材を破砕処理するときは破砕した材片の厚さを 10mm

以下にすること。  
〇ナラ枯れの被害を受けている林分及びその周辺２ｋｍ以内

の林分においては，被害拡大危険期間（６月 10 日～10 月

20 日）の伐採は，周辺に被害を拡げる場合があるので、未

被害木についても伐採しないこと。（駆除や危険回避等のた

めの伐採は除く。）  
〇利用のための被害材の移動・処理は「処理期間」（伐採した

年の 10 月 21 日～その翌年の６月９日）に行うこと。など 

長野県 

被害木の確実な処理

と 

適切な移動 

被害木を移動する（適切な時期、方法で） 
〇媒介昆虫の活動期間ではないこと（10 月から５月に

移動）。 
〇媒介昆虫の発生期間までに材の処理が終了している

こと。など 
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奈良県 

奈良県ナラ枯れ被害

材の利用に関するガ

イドライン 

ナラ枯れ被害を受けた材の有効活用を促進するととも

に、材の移動による被害の拡大を防止するため、被害材の

移動・利用、被害木の伐倒に際し配慮すべき事項を定める

もの。 
 
〇被害材については、原則として被害地域内で利用するもの

とし、移動する場合は移動前にくん蒸・破砕・加熱等の適

正な処理を行うよう努めること。（焼却や粉砕等の処理を行

うために移動する場合を除く）  
〇被害材の譲渡や販売にあたっては、「ナラ枯れの被害材が含

まれているため、処理期間内に適正な処理が必要」である

旨を相手方に対し通知すること。 など 

青森県 

青森県マツ類及びナ

ラ類の伐採・移動・

利用に関する留意事

項 

広く木材を扱う関係者の皆様が、マツやナラの木を伐

採・移動・利用する際に守っていただきたい事項を定めた

もの。 
 
〇被害発生市町村と被害発生隣接市町村については、６月~
９月における伐採は行わない。  

〇被害発生市町村内の被害木は、市町村外へ移動しない。 な

ど 

 
 
３ ナラ枯れ被害木の利用事例 
 
〇 薪に加工して、薪ストーブや薪暖炉に利用（秦野市森林組合） 
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〇 マグネットホルダ―（小田原市） 

市内木材加工業者が、イベントでの限定販売でキッチングッズやカギを磁石で固定す

ることができるマグネットホルダーを製作。 

  ナラ枯れの普及啓発の意味も込めて、あえて穴が残っているものを材料として使用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 ウッドチップ舗装（秦野市森林組合） 

木材をチップ（ウッドチップ）に加工し、接着剤と混ぜ、砂利の上に敷き固める木

質系舗装である。 
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〇 カスタネット（かながわ木づかい推進協議会） 

令和２年度に県内産のスギ・ヒノキに加えて、ナラ枯れの被害材からもカスタネ

ットを作って希望者に配布。配布したカスタネットを使っている様子を動画で見る

ことができる。 

「かながわの森のこえ」 

https://kanagawanomori.com/category/voice-of-the-forest/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


